
うちはマンションの高層階だし、

大雨・洪水でも避難所に行く

必要はないわね

通学路の危険箇所も

確認しないと

平日の仕事中に避難情報が

出たらどうしよう？私たちは

避難に時間がかかるから

警戒レベル3で

行動した方がいいなぁ

家族で考える

災害時の避難行動
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新型コロナウイルス感染症情報
公共交通グランドデザイン改定・
電池類の収集
証明書手数料改定・
水サミット開催延期　ほか
お知らせ掲示板
区のページ（中央・東・西・南・北）
動植物園だより・熊本城かわら版

ハザードマップを見て確認すること 2020

6
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この紙面の内容は、5月11日現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる場合があります。最新
情報は市ホームページまたは担当課へ問い合わせください。（5月号以前に掲載分も含む）※ イベント 公民館情報 施設情報 は休載します。

市の人口
令和2年（2020年）
4月1日現在

（　）内は前月比

発  行／熊 本 市 広 報 課 　☎ 096-328-2111（代 表） 
　　　 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

（ 広報課 ☎096-328-2043  ファクス 096-324-1713
   E - m a i l  k o u h o u @ c i t y. k u m a m o t o . l g . j p  ）

総　数 737,598（−1,607） 世帯数 328,290（＋476）

男　性 347,995（−1,037） 女　性 389,603（−570）

市政だよりをスマホでも！
ア
プ
リ
↑

「
カ
タ
ロ
グ
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版
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を、年4回一緒にお届けします。
（3月・6月・9月・12月）

統合型ハザードマップを確認してみよう
　洪水や土砂崩れ等の災害リスクを一度に確認できる統合型ハザードマップを
4月から市ホームページで公開しています。
　ぜひ、家族で「いざという時の避難行動」について、話し合ってみてください。

熊本市統合型
ハザードマップ

はこちら⬇



いいえ

いいえ

は　い

いいえ

いざというとき、自らの命を守るために。

ハザードマップを見て確認すること

避難行動判定フロー
あなたが取るべき避難行動は？〈ハザードマップを見ながら考えてみましょう〉

　頻発する集中豪雨や大規模台風から身を守るために大切なのは、「避難行動」を事
前に決めておくことです。その第一歩が、ハザードマップを見て自宅や会社、学校な
ど身近な場所の災害リスクを知ること。他にも、避難行動を決める上で大切な要点
を、防災のプロが紹介します。「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リス
クを平時の今こそ確認しましょう。

【警戒レベル３で自宅外避難】
遅くとも警戒レベル3が出たら、
安全な親戚宅や知人宅、宿泊施設、本市で指定している
指定緊急避難場所に必ず避難

【警戒レベル４で自宅外避難】
遅くとも警戒レベル4が出たら、
安全な親戚宅や知人宅、宿泊施設、本市で指定している
指定緊急避難場所に必ず避難

避難の目的は「難」を「避」けることです！
「安全を確保すること」が目的です。ハザードマップで自宅の安全が確認できた方は避難場所に行く必要はありません。

ハザードマップ※で自宅を確認しましょう。
家がある場所に色が塗られていますか？

洪水や土砂崩れ等の災害リスクが一目でわかる！
統合型ハザードマップ
　今回は「最大規模の降雨」を想定し、作成しました。
　フローチャートを使って、とるべき行動を家族でしっかり確認
しておきましょう。

【自宅避難】
色が塗られていなくても、周りと比べて低
い土地や崖のそばなどにお住まいの方は必
要に応じて避難が必要です。

【自宅避難】（2階以上に避難）
浸水の恐れのある方は2階以上、土砂災害の
恐れのある方は崖と反対側の2階以上に避
難してください。

災害の危険があるので、自宅外避難が必要です。
ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？

危機管理防災総室 主任技師
羽

は

廣
びろ

 正
まさ

樹
き

気象予報士、防災士の資格を持つ防災のスペ
シャリスト。今回の統合型ハザードマップの
作成を担当。

はい

はい

自宅避難が可能ですか？
次の項目を満たす場合、自宅避難が可能です。
洪　　水
□河川付近に住んでいない
□浸水する深さよりも屋内の高いところに避難できる
□水がひくまで我慢できる水・食糧等がある
土砂災害
□十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる

※ハザードマップとは、浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を着色し
た地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。

『熊本市統合型ハザードマップ』　
はこちら➡

警戒レベルとは、災害発生の危険度のことで、レベルごと
に避難行動の目安が示されています。

ココが
大切！

マンホールに落ちる
こともあるから、洪水時の

避難は危ないね

うちは浸水深より
2階の方が高いから、
家にいて大丈夫

警戒レベル
4

安全な場所へ避難
（市町村が発令）

警戒レベル
3

避難に時間を
要する人は避難
（市町村が発令）

警戒レベル
2

ハザードマップ等で
避難行動の確認
（気象庁が発表）

警戒レベル
1

最新情報に注意
（気象庁が発表）

平時に
確　認

2020.06 ◎ 特集2



①安全な場所にいる人は、避難をする必要はありま
せん。

②避難勧告が出るタイミングが昼、夜、平日、休日で
家族の避難行動は変わります。いつ、どこで出ても
慌てないように家族でシミュレーションしておき
ましょう。

③３密（密閉、密集、密接）を避けるためにも、小学校
や公民館以外の避難場所も考えてみましょう。

「熊本市緊急告知ラジオ」を有償で配布します
大雨や地震などの災害時に市の緊急放送(避難所情報など)を自動的に受信するラジオです。

価　　格　2,000円（税込み）　
配布場所　危機管理防災総室・区役所総務企画課　※申込不要

避難行動を考えるポイント

「安全を確保」するために
― 新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難行動 ―

144

　災害から命を守るためには、ハザードマップで平時のうちに「自宅の災害リスク」を確認し、いざという時の「避難行動」
をできるだけ具体的に考えておくことが大切です。また、新型コロナウイルスの感染を防ぐための行動や備えも重要です。

平時の行動確認、早めの行動が大切！
　豪雨時、日没後の屋外避難はさまざまな危険を伴
います。そのため本市では、「明朝までに降雨量が増
える」と予想される場合は明るいうちに避難情報を
出し「予防的避難」を促しています。皆さんも冷静な
判断と、早めの行動を心がけましょう。

Q

Q Q

Q
A

A A

A

新型コロナウイルスの対策として、
どのような避難行動をとれば
いいですか？

避難所は安全ですか？

避難所には何か持ち物が
必要ですか？

災害時に正しい情報を
どうやって得ればいいですか？

避難とは避難所へ行くイメージがあると思いますが、それ
だけではなく、自宅の中での垂直避難（2階などの上層階へ
移動すること）や近隣の安全が確保できる親族宅またはホ
テル等の宿泊施設へ行くこと、車中空間を利用する避難も
あります。
新型コロナウイルスへの感染を避けるためにも自宅の安
全が確認できた方は「自宅にとどまる」という避難方法を
可能な限り優先して選択してください。
※車中避難される際は、エコノミークラス症候群等に注意してくだ
さい

今年は例年以上に避難所内の3密（密閉、密集、
密接）対策、消毒対策、避難者の定期的な健康管
理を行っていきますが、感染の恐れはあります
ので、3密を避ける避難（自宅避難など）を日頃
から考えておきましょう。

避難所を利用する場合は、食べ物や飲み物・毛布や
防寒着に加え、新型コロナウイルス対策としてマス
クや体温計、アルコール消毒液、ハンドソープなど
の感染症対策品の持参にご協力をお願いします。

消
毒
液

● 防災行政無線
● 市ホームページ
● 消防機関

● 広報車
● 熊本市緊急告知ラジオ
● テレビ・ラジオ

● 熊本市災害情報メール
● 携帯電話各社の緊急速報メール
● 市公式LINE、ツイッター

に空メールを送信t-kumamoto@sg-m.jp
（注意報・警報や避難情報をメールでお知らせ）
熊本市災害情報メール今すぐ登録を!

※警戒レベル 3以上の避難情報をお知らせします

作：桜田幸子� （危機管理防災総室　☎096-328-2490）

次のような手段で、災害情報を発信します。

36
.00

密閉

密集 密接

　特集 ◎ 2020.06※5月11日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 3



特別定額給付金を装った
詐欺に注意！

特別定額給付金の申請は8月17日まで！

発熱などの症状があるとき、
どうすればいいの？

　電話で本市職員を名乗り、個人情報や口座情報を聞き出
そうとするなど、「特別定額給付金」に便乗した詐欺が発生
するおそれがあります。
　新型コロナウイルス関連に限らず、電話による詐欺には
注意が必要です。

○電話で「お金」の話が出たら、詐欺を疑ってください。

○本市から現金自動預払機（ATM）の操作をお願いするこ
とや「特別定額給付金」の給付のために手数料の振り込
みを求めることは、絶対にありません。

　不審に思った場合やトラブルにあった場合はすぐに110
番していただくか、消費者センターに相談ください。

（消費者センター　☎096-353-2500）

家計への支援を目的として、本市にお住まいの方［令和2年（2020年）4月27日において熊本市の住民基本台帳に記録されている方］1人
につき10万円の特別定額給付金を給付します。

【手続きの流れ】　※オンライン申請をした方は、郵送申請は不要です。

コールセンター ☎0570-096-456
【受付時間：平日�午前9時〜午後5時】（※5月31日まで、土・日も受付）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所・区役所等に窓口は設けていません。

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、多くの方が健康への不安を
感じているかと思います。もし発熱などの症状がでて、一定期間症状が
続くときは、新型コロナ相談センターへ相談してください。

特別定額給付金について　
詳しくはこちらから➡

自宅に郵送される申請書です。
申請漏れがないよう注意してください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、市民の皆さんの予防意識と行動が非常に重要です。感染症対策の
基本である「咳エチケット」「こまめな手洗い」を徹底し、一人一人が感染防止に努めましょう。
　また、状況は刻々と変化しています。最新情報は、市ホームページを確認ください。

（新型コロナウイルス感染症対策課　☎096-364-3311）

申請に不備がない場合は、約2週間で指定の金融機関口座に
給付対象1人につき10万円を振り込みます。

「午前9時台」に問い合わせが集中し、電話がつながりにくくなっています。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
※配偶者やその他親族から暴力などを受けて避難している方は現在、お住まいの市町村で給付金を受け取ることができ
ます。詳しくは、男女共同参画課（☎096-328-2262）へ。

特別定額給付金の
問い合わせ先

検  索熊本市　コロナ など

保健所が専門外来（帰国者・接触者外来）への受診調整を行います。
専門外来で検査が必要と判断された場合、PCR検査を行います。

次のような症状がある場合
�・�息苦しさ・強いだるさ・高熱等の症状がある
�・�基礎疾患のある方や高齢者、妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽
い風邪の症状がある

�・�上記以外の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続いている

新型コロナ相談センター（帰国者・接触
者相談センター）へ相談してください。
行動歴等の聞き取りを行います。
☎096-364-3222（24時間）☎096-372-0705
ファクス 096-364-3361（午前9時〜午後7時）

�・�自宅での静養　　もしくは
�・�近くの医療機関を受診（事前に電話
で医療機関に連絡してください）

聞き取りの結果、
専門外来の受診
が不要な場合

医師が新型コロナウイルスの
感染を疑う場合

聞き取りの結果、
専門外来の紹介が
必要な場合

休業や失業で生活資金に
お悩みの方へ
　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影
響による収入の減少や休業、失業で、生活資金にお悩みの
方々に向けて、7月末まで無利子で保証人不要の貸付を
行っています。詳しくは、熊本市社会福祉協議
会ホームページをご覧になるか、下記専用ダイ
ヤルへ。

専用ダイヤル　☎096-324-5511
（熊本市社会福祉協議会　☎096-322-2331）

（健康福祉政策課）

❶申請書が郵便で届きます。 ❷記載事項を確認・記入し、2種
類の書類写しを添付します。

❸申請書・添付書類を同封し、
お近くの郵便局または郵便
ポストへ投函してください。

本人確認書類の写し（コピー） 振込先がわかる書類の写し（コピー）

添付する2種類の
書類写しとは…

・運転免許
・マイナンバーカード
・健康保険証
・年金手帳等

・金融機関通帳
・金融機関の
キャッシュカード

2020.06 ◎ コロナ特集4



　子育て世帯の生活を支援するため、児童手当支給対象の児童1人につ
き1万円を支給します。
　支給を受けるにあたって、原則、申請は不要です。

対 象 者　令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当受給者
※特例給付の方には支給されません。

対象児童　児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
※4月分が支給対象でなくても同年3月分が支給対象（新高校1年生
等）であれば臨時特別給付金の対象になります。

給 付 額　対象児童1人につき、1万円
支給時期　6月下旬に児童手当を受給している口座へ振り込み

（支給日はお知らせはがきとホームページでお知らせします）
※支給を希望しない場合は届け出が必要です。

【公務員の場合】
令和2年3月31日時点の居住地の自治体に申請が必要で
す。6月30日までに申請された方には7月下旬に支給を予
定しています。
申請方法は勤務先の児童手当担当部署へお尋ねください。
� （子ども支援課　☎096-328-2407）

　社会保険労務士が、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている事業主や労働者からの労働相談を受けています。

日時　月曜日〜金曜日（祝日除く）
　　　午前9時〜午後5時
場所　市庁舎14階ロビー
申込　事前予約制（☎096-355-2112へ）
　詳しくは、市ホームページ「雇用調整助成金等
に関する特別労働相談」またはしごとづくり推進
室へ。

（しごとづくり推進室　☎096-328-2377）

子育て世帯への
臨時特別給付金を支給します

住居確保給付金について

医療費助成の各種申請を郵送でも受け付けます

　休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住
居を失うおそれが生じている方々について、家賃相当額を市
から直接、貸主または不動産等に支払う家賃補助を行ってい
ます。まずは相談ください。

対　　象　離職・廃業から2年以内の方または、休業等によ
り収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方　
など

要　　件　預貯金要件などがあります。
支 給 額　家賃相当額（上限）

単身世帯� 31,100円
2人世帯� 37,000円
3〜5人世帯� 40,400円

支給期間　3か月（最大9か月）
相談窓口　中央生活自立支援センター　☎096-328-2795

東生活自立支援センター　　☎096-367-9233
南生活自立支援センター　　☎096-358-5571

� （保護管理援護課　☎096-328-2299）

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、下記3つの医療費助成の各種申請を、郵送でも受け付けします。

対象医療費助成　①子ども医療費助成（ひまわりカード）
②ひとり親家庭等医療費助成
③重度心身障がい者（児）医療費助成

問い合わせ先　お住まいの区の①②は保健子ども課、③は福祉課へ
保健子ども課 福祉課

中央区 ☎096-328-2421 ☎096-328-2313
東　区 ☎096-367-9130 ☎096-367-9177
西　区 ☎096-329-6838 ☎096-329-5403
南　区 ☎096-357-4135 ☎096-357-4129
北　区 ☎096-272-1104 ☎096-272-1118

詳しくは　�
こちら➡

詳しくは　�
こちら⬇

特別労働相談を受け付けています

持続化給付金の支給について
　新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を
受けている事業者に対して、国から給付金が支給されます。

対　象　新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の
売上が前年同月比で50％以上減少している事業者

給付額　中小法人等……200万円
個人事業者等…100万円
※上限は昨年1年間の売上からの減少分。

問い合わせ先　持続化給付金事業コールセンター
☎0120-115-570、☎03-6831-0613

　詳しくは、経済産業省ホームページ「持続化
給付金」へ。

（商業金融課　☎096-328-2424）

（子ども支援課　☎096-328-2158）
（障がい保健福祉課　☎096-328-2519）

子ども医療費助成
（ひまわりカード）

⬇

ひとり親家庭等
医療費助成

⬇

重度心身障がい者（児）
医療費助成

⬇

店舗の家賃を助成します
　県からの休業要請を受け、休業した施設や時間短縮営業をした飲食
店などの店舗を対象に、賃料の8割（家賃の上限35万円）を助成します。

対　　象　本市に所在し休業した施設、時間短縮営業をした飲食店等
のうち、店舗等を賃借している中小・小規模事業者

助成金額　1か月分の家賃の8割（家賃の上限：35万円）
申請受付時期　6月30日まで
問い合わせ先　熊本市緊急家賃支援金相談窓口

☎0570-096-700
（午前9時〜午後5時�※土日も受付）

貸　主

家賃収入
20万円

家賃支払20万円
※実費負担4万円

家賃支払

協力依頼
（家賃の減額対応）

貸主への
働きかけ

家賃支援
※8割相当額

家賃補助（4/5）
【本市独自支援】

16万円

不動産関係団体

借主（店舗等）

熊本市

� （経済政策課　☎096-328-2375）

詳しくは市ホームページへ

　コロナ特集 ◎ 2020.06※5月11日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 5



感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」
新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があり、感染対策には、自らを感染から

守るだけでなく、周囲に感染を拡大させないことが不可欠です。
このための対策として、日常生活の中で心がけていただきたい「新しい生活様式」の実践例が厚生労働省から公表されました。

ご自身や大切な人の命を守るために、感染対策を心がけましょう。

❶ 一人ひとりができる基本的な感染対策

❷ 日常生活を営む上での基本的生活様式

❸ 日常生活の各場面の生活様式

❹ 働き方の新しいスタイル

感染防止の3つの基本
①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗い
�•�人との間隔は、できるだけ2m（最低1m）空ける。　�•�遊びに行く際は、屋内より屋外を選ぶ。
�•�会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
�•�外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
�•�家に帰ったらまず手や顔を洗い、できるだけすぐに着替えるか、シャワーを浴びる。
�•�手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

移動に関する感染対策
�•�感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
�•�感染が流行していない地域でも帰省や旅行は控える。出張もやむを得ない場合を除き、控える。
�•�発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモをとっておく。
�•�地域の感染状況に注意する。

�•�こまめな手洗い・手指消毒。� �•�咳エチケットの徹底。
�•�こまめな換気。� �•�身体的距離の確保。
�•�「3密（密閉、密集、密接）」の回避。
�•�毎朝の体温測定、健康状態のチェック。発熱または風邪の
症状がある場合は、無理をせず自宅で療養。

買い物
�•�通販も利用する。
�•�1人または少人数ですいた時間に行く。
�•�電子決済の利用。
�•�計画をたてて素早く済ます。
�•�サンプルなど展示品への接触は控えめに。
�•�レジに並ぶときは、前後にスペースをあける。

娯楽、スポーツ等
�•�公園はすいた時間、場所を選ぶ。
�•�筋トレやヨガは自宅で動画を活用。
�•�ジョギングは少人数で。
�•�すれ違うときは距離をとる。
�•�予約制を利用してゆったりと。
�•�狭い部屋に長居は無用。
�•�歌や応援は、十分な距離かオンライン。

公共交通機関の利用
�•�会話は控えめに。
�•�混んでいる時間帯は避ける。
�•�徒歩や自転車利用も併用する。

食　事
�•�持ち帰りや出前、デリバリーも利用する。
�•�屋外空間で気持ちよく。
�•�大皿は避けて、料理は個々に。
�•�対面ではなく横並びで座る。
�•�料理に集中、おしゃべりは控えめに。
�•�お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避ける。

冠婚葬祭などの親族行事
�•�多人数での会食は避ける。
�•�発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。

�•�テレワークやローテーション勤務。� �•�ゆったり時差通勤。
�•�オフィスは広々と。� �•�会議はオンライン。
�•�名刺交換はオンラインで行う。� �•�対面での打ち合わせは換気とマスク。

36
.00

（新型コロナウイルス感染症対策課　☎096-364-3311）

新型コロナウイルス感染症情報を市公式L
ライン

INEアカウントで！
　市公式L

ラ イ ン
INEアカウント内に新型コロナウイルス感染症の「情報を探す」ボタンができました。ボタンをタップし、項目を選択すると新型

コロナウイルスの関連情報や特別定額給付金についてのQ＆Aなどを見ることができます。
　市からのさまざまなお知らせを受信できる便利なアカウントです。ぜひ友だち登録をして利用ください。

【情報の探し方】

友だち登録は　
こちら➡

厚生労働省ホームページは　
こちら⬇

（広報課　☎096-328-2043）「情報を探す」をタップ 知りたい情報が
返信されます！

知りたい情報をタップしていくと…

2020.06 ◎ コロナ特集6



市街地部を通過する
自家用車等の削減

新しい運賃体系の導入や
待合環境の向上等

周辺部で自家用車や自転車から
公共交通に乗換え

公共交通
空白・不便地域の解消※1

※3

※1

※2

※2

鉄道、市電、幹線バス
（基幹公共交通）の強化

日常生活を支える
バス路線網の再編

なぜ必要なの？
公共交通サービス水準の低下
・�利用者減少とサービス水準の低下が負
のスパイラルとなっています。

・�一方で、高齢化が進み、自家用車の運転
が困難な人が増加します。

自家用車依存による渋滞
・�交通手段における自動車利用割合増加
により、渋滞が悪化しています。

利便性の高い交通体系構築に向けて キーワードは「ベストミックス」
　公共交通によりスムーズに移動することができる地域社会の実現を目指し、本市の公共交通体系の将来像を描いた「熊本市公共交通グラ
ンドデザイン」を改定しました。今回の改定では、新たに「ベストミックス」の概念を加え、さらに発展した将来像を描いています。

ベストミックスとは
　地域の特性に応じて、公共交通と自動車交通
を効率的に組み合わせ、利便性の高い交通体系
を構築することです。自家用車から公共交通へ
の転換により、公共交通の維持・移動手段の確
保ができ、交通渋滞の解消にもつながります。

▲公共交通における負のスパイラル ▲東バイパスの渋滞状況

新グランドデザインが描く熊本市の将来
　改定したグランドデザインでは、従来の「基幹公共交通軸の強化」「バス路線網の再編」「公共交通空白・不便地域の解消」に「ベストミック
ス」をプラス。特に交通が集中する市街地部（おおむね環状道路より内側）において、公共交通を主体とした交通体系の構築を進めます。

市民の皆さんのご協力をお願いします
　グランドデザインが描く将来像の実現のためには、市民の皆さんの
協力が不可欠です。公共交通の積極的な利用やバス専用（優先）レーン
への、ご理解とご協力をお願いします。

※グランドデザインについてなど、詳しくは、市ホームページへ➡

（交通政策課　☎096-328-2510）

交
通
体
系
の
方
向
性

市街地部 周辺部 郊外部

公共交通主体
自動車交通主体

特に公共交通主体

概ね
都市計画区域

概ね
外環状道路

※1 P＆R（パークアンドライド）とは
マイカーを最寄りの駅等に近い駐車場に駐車（パーク）して、鉄道
やバスなど公共交通機関に乗り換えて（ライド）行く方法。

※2 C＆R（サイクルアンドライド）とは
自転車を最寄りの駅等に近い駐輪場に駐車して、鉄道やバスなど
公共交通機関に乗り換えて（ライド）行く方法。

※3 コミュニティ交通とは
バス路線等でカバーできない地域において、生活の利便性向上や
自家用車以外の移動手段確保を目的とする交通手段。

公共交通利用者の
減少

運行本数の減少、
路線の廃止

公共交通事業者の
経営悪化、
運転手の不足

▲公共交通ネットワークおよび　　
　ベストミックスの構築イメージ

７月から「ボタン型電池」・「充電池」の収集が始まります！
　これまで収集対象外だった「ボタン型電池」・「充電池」を、７月からは「特定品目」として収集できるように
なりました。
　「乾電池」・「ボタン型電池」・「充電池」は、「電池類」として透明袋か半透明袋にまとめて「特定品目」の収集
日に出してください。
※電池の種類ごとに袋を分ける必要はありません。
※回収協力店（家電量販店等）での店頭回収も引き続き実施します。
※植木地区の方は、これまで同様月2回の「資源ごみ」の日に出してください。
　「特定品目」に関する詳細やその他ごみの出し方等については、ごみカレンダーを確認ください。� （廃棄物計画課　☎096-328-2359）

　公共交通グランドデザイン改定・電池類の収集 ◎ 2020.06※5月11日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 7



7月〜証明書手数料を改定します

第4回
アジア・太平洋
水サミットの
開催を延期します

　社会情勢の変化や適正な受益者負担を確保するため、7月1日より住民票の写しや税務関係証明書などの発行手数料を改定します。
ご理解とご協力をお願いします。

担当課 証明などの種類
発行場所 発行手数料

各区区民課 総合出張所 本庁市民税課
各区税務室 改定前 改定後

区民課

住民票の写し
（本人・世帯全員・世帯の一部） 〇 〇

300円 400円

印鑑登録証明書 〇 〇

市民税課

所得・課税証明書 ○ ○ ○

固定資産税関係証明書※１ ○ ○ ○

納税証明書※２ ○ ○ ○

その他税関係証明書
（滞納がないこと等） ○

軽自動車税記載事項証明書 ○

閲覧
（名寄帳、課税台帳、地籍図等）※３ ○

※戸籍全部事項・個人事項証明（戸籍謄本・抄本）の手数料（450円）に変更はありません。
※１　固定資産税関係証明書は、所有者ごとに１枚に５件まで記載。１枚の金額。
※２　納税証明書は１税目（１年度）の金額。ただし、車検用納税証明書は無料。
※３　閲覧は、本庁資産税課および各区税務室で実施。

（地域政策課　☎096-328-2031）（市民税課　☎096-328-2181）

コンビニなどでの証明書発行が、 
よりお得になります
　マイナンバーカードを利用して、コンビニなどのマ
ルチコピー機で証明書を発行すると、窓口発行と比べ
てお安く取得できます。

【対象証明書】
・住民票の写し（本人・世帯全員・世帯の一部）
・印鑑登録証明書
・市県民税（所得・課税）証明書
（本人分・現年度分）

　10月19日（月）、20日（火）に本市での開催が予定
されていた第4回アジア・太平洋水サミットは、新型
コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の状況を
踏まえ、開催を延期することになりました。
　新たな開催時期は、改めてお知らせします。

アジア・太平洋水サミットとは
　アジア太平洋地域の首脳級や国際機関の代表
が集い、水不足や水質汚濁、洪水被害の増大など
水に関する課題を取りまとめ、世界の優先課題と
して提起するとともに課題解決を図る「水」の国
際会議です。
　74万市民の水道水源の全てを地下水でまかな
う熊本市は、長年にわたり市域を超えて地下水保
全の取り組みを展開し、多くの効果を挙げている
ことが国際的に評価され、開催地に選出されまし
た。
　水サミットでは、地下水保全の取り組みに加
え、熊本地震からの復興を世界に発信します。

（アジア・太平洋水サミット　☎096-328-2437）

区役所・総合出張所
市民税課・税務室
400円（7月1日～）

コンビニなど
200円

窓口の半額

マイナンバー
カードの申請
方法はこちら

➡

※マイナンバーカードの
申請からお手元に届くま
で、通常期で約1か月程
度かかります。
手続きはお早めに！

資源物等の持ち去り対策に
ご協力ください！

　本市では、条例に基づき、ごみステーションから資源物等を持ち去る行為を
禁止しており、専門の指導員等による早朝パトロールを行うなどさまざまな対
策を行っています。その一環として、資源物の持ち去りを防ぐ環境づくりを進
めるために「持ち去り禁止意思表示テープ・袋」のモニターを募集します。
　「持ち去り禁止意思表示テープ・袋」とは、紙やびん・缶を出す際に使用して出
すことで資源物等を持ち去りにくくするものです。
　昨年度はテープのモニター募集を実施しましたが、今年度は新たに資源物を
入れる袋についてもモニターを募集します。ご協力いただける団体はごみ減量
推進課へ問い合わせください。

【モニター応募条件】
・自治会やマンションの管理組合など、住民の協力を得られる団体である
こと

・市の指定する期間継続して使用すること
・使用後、市の簡単なアンケートに回答いただけること

※８月ごろ配布開始予定です。
応募が多数の場合は、希望に
沿えない場合もありますの
でご了承ください。
　モニターに決定した団体へ
は、使用開始前に詳細を連絡
します。

（ごみ減量推進課　☎096-328-2365）

資源物等
持ち去り禁止!

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

2020.06 ◎ 証明書手数料改定・資源物等の持ち去り対策・水サミット開催延期8


